
 

令和８年４月 28日 

防災局危機対策課 

 

 

 

 

国民保護法に基づき、関係機関の機能確認及び相互の連携強化を行うとともに、

国民保護のための措置に対する県民の理解の促進を目的として、下記のとおり国民

保護訓練を実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 国重点訓練 

（１）実施場所及び実施予定日 

   実施場所 ：新潟県庁 他 

   実施予定日：令和８年 11月 18日（水） 

（２）訓練の主催者 

   内閣官房、内閣府、消防庁、長野県、新潟県、上越市 他 

（３）訓練内容 

   武力攻撃予測事態（※）を想定した実動訓練及び図上訓練 
   （※）武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態 

 

２ 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練 

（１）実施市及び実施予定日 

  十日町市 令和８年 10月 15日（木） 

（２）訓練の主催者 

   内閣官房、消防庁、新潟県、十日町市 

（３）訓練内容 

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練及び初動対処訓練 

（４）過去の県内の実施状況（過去 10回開催。記載は過去３年分） 

     令和５年度  見附市、佐渡市、新発田市、魚沼市、新潟市 

   令和６年度  上越市、村上市 

   令和７年度  妙高市 

 

３ その他 

  訓練の概要につきましては、訓練実施前にお知らせします。 

 

■本件についてのお問い合わせ先 

  防災局 危機対策課参事 瀬下 

  ℡ 025-282-1634 (内線 6433) 

 

新潟県報道資料 

国、県及び市が共同で、国民保護に係る訓練を実施します 


